
  

一 

土
地
の
掘
削
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
目
的 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

こ
の
法
律
は
、
土
地
の
掘
削
等
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
災
害
の
防
止
及
び
生
活
環
境
の
保
全
を
図

り
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。 

第
二 

定
義 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
土
地
の
掘
削
等
」
と
は
、
土
地
の
掘
削
、
盛
土
若
し
く
は
切
土
そ
の
他
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る

行
為
又
は
土
砂
等
（
土
、
砂
利
（
砂
及
び
玉
石
を
含
む
。
）
、
砕
石
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
物
を
い
い
、
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
又
は
土
壌
汚
染
対
策
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染

土
壌
に
該
当
す
る
も
の
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
堆
積
す
る
行
為
で
あ
っ

て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
こ
と
。 

第
三 

土
地
の
掘
削
等
の
規
制 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

一 

土
地
の
掘
削
等
を
行
う
者
は
、
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
従
い
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
を
い
う
。
二
に
お
い
て



 

二 

同
じ
。
）
又
は
堆
積
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
壊
を
発
生
原
因
と
し
て
生
ず
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

二 

都
道
府
県
知
事
は
、
一
に
違
反
し
て
土
地
の
掘
削
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
又
は
堆
積
さ

れ
た
土
砂
等
の
崩
壊
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
土
地
の
掘
削
等
を
行
っ
た
者
に
対
し
、

当
該
土
地
の
掘
削
等
の
中
止
そ
の
他
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。 

三 

一
及
び
二
は
、
地
方
公
共
団
体
が
、
土
地
の
掘
削
等
に
関
し
、
条
例
で
必
要
な
規
制
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
。 

第
四 

罰
則 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
） 

一 

第
三
の
二
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。 

二 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

一
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
一
の
罰
金
刑
を
科
す
る
こ
と
。 

第
五 

施
行
期
日 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 



  

三 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

第
六 
経
過
措
置 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
二
項
関
係
） 

 

こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
着
手
す
る
土
地
の
掘
削
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
。 

第
七 

検
討 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
四
項
関
係
） 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
砂
防
法
そ
の
他
の
土
砂
等
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
つ
い
て
定
め
る
法
律
の

罰
則
に
関
す
る
規
定
に
係
る
罰
金
及
び
過
料
の
額
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
八 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 



  

一 

土
地
の
掘
削
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
土
地
の
掘
削
等
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
災
害
の
防
止
及
び
生
活
環
境
の
保
全

を
図
り
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
土
地
の
掘
削
等
」
と
は
、
土
地
の
掘
削
、
盛
土
若
し
く
は
切
土
そ
の
他
土
地
の
形
状
を
変
更

す
る
行
為
又
は
土
砂
等
（
土
、
砂
利
（
砂
及
び
玉
石
を
含
む
。
）
、
砕
石
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
物
を
い
い
、
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
又
は
土
壌
汚

染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
土
壌
に
該
当
す
る
も
の
及
び
放
射
性
物

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
堆
積
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

（
土
地
の
掘
削
等
の
規
制
） 

第
三
条 

土
地
の
掘
削
等
を
行
う
者
は
、
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
従
い
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
急
傾
斜



 

二 

地
の
崩
壊
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
堆
積
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
壊
を
発
生
原
因
と
し
て
生
ず
る
被
害
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
土
地
の
掘
削
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
又
は

堆
積
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
壊
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
土
地
の
掘
削
等
を
行
っ
た
者
に
対

し
、
当
該
土
地
の
掘
削
等
の
中
止
そ
の
他
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
が
、
土
地
の
掘
削
等
に
関
し
、
条
例
で
必
要
な
規
制
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
。 

（
罰
則
） 

第
四
条 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
五
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関

し
、
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
条
の
罰
金
刑
を
科
す

る
。 



  

三 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
着
手
す
る
土
地
の
掘
削
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
検
討
） 

４ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
そ
の
他
の
土
砂
等
に
よ
る
災

害
の
防
止
に
つ
い
て
定
め
る
法
律
の
罰
則
に
関
す
る
規
定
に
係
る
罰
金
及
び
過
料
の
額
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 





  

五 

理 

由 
災
害
の
防
止
及
び
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
土
地
の
掘
削
等
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


